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電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

   旧 新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則（平成 26年８月 18日 東相シ第 14-0076 号） 

この改正規定は、平成 26年８月 26日から実施します。 
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第 14 節 形態４－６ 中継交換機接続インタフェース（多数事業者間接続用インタフ 

ェース） 

 

（網構成）（略） 

（接続方式） 

第 67 条 １～１０ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14 節 形態４－６ 中継交換機接続インタフェース（多数事業者間接続用インタフ 

ェース） 

 

（網構成）（略） 

（接続方式） 

第 67 条 １～１０ （略） 

 

１１ 付加的機能識別番号接続の方式は次のとおりとします。 

（１）当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は電気通信番号規則（平成

9 年郵政省令第 82号）を準用することとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間で使用する接続番号構成は次のとおりとします。 

 ０５７０     ＋      ＤＥＦ     ＋    ＧＨＪ 

サービス識別番号     事業者識別番号      加入者番号 

イ 当社網と直接協定事業者網間で転送する着信番号の有効受信桁数はサービス識

別番号の１桁目の０を除いた９桁とします。ただし、試験番号については本項（4）

に規定します。 

（２）当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は次のとおりとします。 

ア 当社網と直接協定事業者網間は共通線信号方式を使用し、ＴＴＣ標準に準拠し

た No.7信号方式を適用します。 

イ ＭＴＰ仕様は、準対応網構成の場合については、技術的条件集別表 3 または技

術的条件集別表 3.1に示すとおりとします。また、対応網構成の場合については、

技術的条件集別表３に示すとおりとします。 

ウ ＩＳＵＰ仕様は、技術的条件集別表 4 をベースドキュメントとし、ＩＳＤＮユ

ーザ部のメッセージとコードは、技術的条件集別表 15 第 4.3 項に示すとおりと

します。ただし、技術的条件集別表 15 第 4.3 項からの差分を次の表に示すとお

りとします。また、当社網と直接協定事業者網間の主な転送情報については、エ

に示すとおりとします。 

 

呼の方向：当社網→直接協定事業者網 

 

エ 当社網と直接協定事業者網間の転送情報（課金の観点から特記すべきＩＳＵ

Ｐパラメータのみ記述します。）は、次のとおりとします。なお、事業者情

報転送の転送条件については当社と協定事業者間で別途協議の上、決定する

こととします。 

項番  項  目 仕     様 記事 

3.9  着番号   

  b)番号種別表示 “0000011”を使用します  
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呼の方向：当社網→直接協定事業者網 

情報名 方向 適

用 

記事 

着番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとお

りとします。 

番号種別：国内番号、アドレス情報：５７０＋

Ｄ～Ｊ 

発番号 順方向 ● 1.番号種別とアドレス情報の設定条件は次のとお

りとします。 

番号種別：国内番号、アドレス情報：Ａ～Ｊ 

料金区域情報 順方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

情報識別表示：ＣＡコード 

料金区域情報：ＣＡコード 

事業者情報転

送 

順方向 ● 別途協議とします。 

料金区域情報 逆方向 ● 1.料金区域情報の設定条件は次のとおりとします。 

情報識別表示：ＣＡコード 

料金区域情報：ＣＡコード 

逆方向呼表示 逆方向 ○ 1.課金表示の設定条件は次のとおりとします。 

ＡＣＭでは技術的要件集別表４に示すとおりと

します。 

ＡＮＭでは、“10”を使用します。 

課金情報種別 逆方向 ○ 1.課金情報種別の設定条件は次のとおりとします。 

 課金情報種別：課金レート転送 

課金情報 逆方向 ○ 1.課金情報の設定条件は次のとおりとします。 

単位料金表示：単位料金 100 円、または        

単位料金 10 円 

課金レート情報種別：柔軟課金レート指示（公

衆）、または柔軟課金レー

ト指示（一般） 

事業者情報転

送 

逆方向 ● 別途協議とします。 

(凡例) ●：必ず設定されます ○：必要時設定されます －：設定されません 

 

オ 技術的条件集別表５に示す接続シーケンスの内、付加的機能識別番号接続の

方式で規定する接続シーケンスの一覧は次のとおりとします。 
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（略） 

 

 

 

 

 

ただし、接続シーケンスは、端末機器と発側網間、及び発側網と着側網間

のみを規定することとし、端末機器と着側網間については、発側網と着側網

間の接続シーケンスの解釈を補助する位置づけとし、規定しません。 

 

項番 発信／着信端末機器種別 コネクション

タイプ 

シーケンスパ

ターン 

１ アナログ端末機器発信 → アナログ

端末機器着信 

3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ１ 

２ アナログ端末機器発信 → ＩＳＤＮ

端末機器着信 

3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ａ２ 

３ ＩＳＤＮ端末機器発信 → アナログ

端末機器着信 

音声、3.1KHz

ｵｰﾃﾞｨｵ 

ＰＴ－Ａ３ 

４ ＩＳＤＮ端末機器発信 → ＩＳＤＮ

端末機器着信 

音声、3.1KHz

ｵｰﾃﾞｨｵ 

ＰＴ－Ａ４ 

５ アナログ端末機器発信（不完了） 3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｂ１ 

６ ＩＳＤＮ端末機器発信（不完了） 音声、3.1KHz

ｵｰﾃﾞｨｵ 

ＰＴ－Ｂ２ 

７ アナログ端末機器発信（着側切断） 3.1KHz ｵｰﾃﾞｨｵ ＰＴ－Ｉ１ 

（１）（２）

（４） 

８ ＩＳＤＮ端末機器発信（着側切断） 音声、3.1KHz

ｵｰﾃﾞｨｵ 

ＰＴ－Ｉ２ 

（１）（２）

（４） 

 

（３）当社網と直接協定事業者網間で使用する網使用料の課金方式は技術的条件集別表

15 に示すとおりとします。 

（４）当社網と直接協定事業者網間で使用する手動試験の内容は次のとおりとします。

なお、実際に使用する試験番号は当社と直接協定事業者間で別途協議の上、決定

することとします。 
試験目的  接続先  試験番号構成  
当社網から直接協定事
業者網への接続確認  

直接協定事業者網内
のガイダンス装置等  

０５７０＋ＤＥ
ＦＧＨＪ  

 

（略） 
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技術的条件集別表１ 

 

1. 直接協定事業者との接続箇所ごとの接続番号 （略） 

2. サービス番号への接続条件 （１）、（２） （略） 

 

（３） ０ＡＢ０系番号による付加サービスへの接続条件は次に規定するとおりとする。 

ア～ク （略） 

ケ 付加的機能識別番号接続の方式は、形態１７での接続番号が０８００＋ＤＥＦＧ

ＨＪＫの当社出入接続において提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術的条件集別表１ 

 

1. 直接協定事業者との接続箇所ごとの接続番号 （略） 

2. サービス番号への接続条件 （１）、（２） （略） 

 

（３） ０ＡＢ０系番号による付加サービスへの接続条件は次に規定するとおりとする。 

ア～ク （略） 

ケ 付加的機能識別番号接続の方式は、形態１７での接続番号が０８００＋ＤＥＦＧ

ＨＪＫの当社出入接続、及び形態４－６での接続番号が０５７０＋ＤＥＦＧＨＪ

の当社出接続において提供する。 

 

 

 

 

 


